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議案第６１号 

 

   令和６年度西条市一般会計補正予算（第４回）の専決処分について 

 

 令和６年度西条市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定により別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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提案理由 

市ホームページ等へのイラストの無断使用による著作権侵害に対する損害賠償請

求事件について応訴するため、早急に予算措置することが適当であると判断し、専決

処分したので、これを報告し、承認を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合

においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同

意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ （略） 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議におい

てこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 
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議案第６４号 

 

   令和５年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和５年度西条市一般会計及び特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員

の審査意見を付けて、議会の認定を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（決算） 

第２３３条 （略） 

２ （略） 

３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査

委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければな

らない。 

４～７ （略） 
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議案第６５号 

 

令和５年度西条市水道事業会計決算の認定について 

 

令和５年度西条市水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６６号 

 

令和５年度西条市病院事業会計決算の認定について 

 

令和５年度西条市病院事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６７号 

 

令和５年度西条市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

令和５年度西条市公共下水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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提案理由 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、監査

委員の審査意見を付けて、議会の認定を求めようとするものである。 

 

関係法令 

 地方公営企業法 

（決算） 

第３０条 （略） 

２、３ （略） 

４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査

委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後において最初

に招集される定例会である議会の認定（地方自治法第１０２条の２第１項の議会に

おいては、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後の最初の定例日（同条第

６項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議において議会の認定）に付さなけ

ればならない。 

５～９ （略） 
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議案第６８号 

 

   分収造林契約の変更について 

 

 分収造林契約を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

  



12 

１ 契約の目的 

  分収造林契約の変更 

 

２ 変更の内容 

  本市が、国立研究開発法人森林研究・整備機構と契約している分収造林契約（二

者契約）のうち２件について、いしづち森林組合を造林者とする三者契約に変更

する。 

 

３ 契約番号、造林地の表示及び契約面積 

(1) 森林契中四第３２５号 

西条市丹原町川根乙１０２番２０ 

西条市丹原町川根乙１０２番２１ 

西条市丹原町川根乙１０２番２２ 

西条市丹原町川根乙１０２番１０８ 

計 ５７.６５ｈａ 

(2) 森林契中四第８７７号 

  西条市丹原町川根乙１０２番１１２ 

  変更前 １９.００ｈａ 

  変更後 １８.９２ｈａ 

 

４ 持分譲渡の相手方 

西条市大町１２１１番地 

 いしづち森林組合 

  代表理事組合長 伊 藤 康 雄 

 

５ 収益分収割合 

(1) 変更前 

西条市                ６０％ 

   国立研究開発法人森林研究・整備機構  ４０％ 

 (2) 変更後 

   西条市                ５０％ 

国立研究開発法人森林研究・整備機構  ４０％ 

   いしづち森林組合           １０％ 
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提案理由 

 西条市丹原町川根地区における分収造林契約地において、育成複層林施業を実施す

るため、分収造林契約を変更することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の

規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 （議決事件） 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな 

い。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払

手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける

こと。 

 (7)～(15) （略） 

２ （略） 
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議案第６９号 

 

   愛媛地方税滞納整理機構の共同処理する事務の変更及び規約の変更につ 

いて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、愛媛地方

税滞納整理機構の共同処理する事務に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均等割及び個人の

道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている森林環境税に

係る滞納事案のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事案に係る滞納処分及びこ

れに関連する事務並びに滞納処分の停止又は不納欠損処分をすることについての判定

に係る事務を加え、同機構規約を次のとおり変更することについて、地方自治法第２

９０条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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愛媛地方税滞納整理機構規約の一部を改正する規約 

 愛媛地方税滞納整理機構規約（平成１８年２月３日愛媛県指令１７市第１３７１号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「されている地方税」の次に「並びに森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律（平成３１年法律第３号）第７条の規定により個人の市町村民税の均

等割及び個人の道府県民税の均等割の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされてい

る森林環境税」を加える。 

   附 則 

 この規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行する。 
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提案理由 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、令和６年度から森林環

境税を市町が個人住民税と併せて賦課徴収することに伴い、愛媛地方税滞納整理機構

の共同処理する事務を変更し、及び同機構の規約を変更することについて、地方自治

法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において

「構成団体」という。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一

部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれ

を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都

道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第２８７条第１項第１号、第

４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとすると

きは、この限りでない。 

２ （略） 

（議会の議決を要する協議） 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（第２８６条の２第２項の規定によりそ

の例によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第２８７条第１項第

２号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前２条の協議

については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第７０号 

 

   愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、愛媛

県後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて、同法第２９１条の１１の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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   愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

 愛媛県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年２月１９日愛媛県指令１８市第１

２８３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び法

に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の

事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。 

 第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

 別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

   附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行により、令和６年１２月２日以降、

現行の被保険者証が廃止されることに伴い、愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の一

部変更について、地方自治法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求めるも

のである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処

理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方

公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、

その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、

次条第１項第６号若しくは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の

規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合

を含む。）における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、

この限りでない。 

２～８ （略） 

（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１

項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係

地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第７１号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次のとおり市

道路線を廃止するに当たり、議会の議決を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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廃止しようとする路線 

路 線 名 
起  点 

終  点 
重要な経過地 

川原谷団地線 
西条市小松町新屋敷２１８０地先 

西条市小松町新屋敷２２１０地先 
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提案理由 

 市営住宅川原谷第１団地の解体撤去に伴い、市道川原谷団地線の路線を廃止しよう

とするものである。 

 

関係法令  

道路法 

（市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長が

その路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじ

め当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

３～５ （略） 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交

通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は

一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 

２ （略） 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の

路線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２

項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 

 

 

   



26 
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議案第７２号 

 

西条市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 

 

西条市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例 

西条市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年西条市条

例第３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１  

(略) 

  

２  市

長 

児 童 手 当 法

（ 昭 和 ４ ６ 年

法 律 第 ７ ３ 号

） に よ る 児 童

手 当     

  の 支 給 に

関 す る 事 務 で

あ っ て 規 則 で

定めるもの 

（略） 

３ ～ ９

(略) 

  

１ ０  

市長 

日 本 国 民 に 対

す る 生 活 保 護

に 準 じ た 取 扱

い に よ っ て 実

施 さ れ る 外 国

人 保 護 に 関 す

る 事 務 で あ っ

て 規 則 で 定 め

るもの 

児童福祉法によ

る児童及びその

家庭についての

調査及び判定に

関する情報、障

害者関係情報、

生活保護関係情

報、地方税関係

情報、公営住宅

法（昭和２６年

法律第１９３号

機関 事務 特定個人情報 

１ 

(略) 

  

２  市

長 

児 童 手 当 法

（ 昭 和 ４ ６ 年

法 律 第 ７ ３ 号

） に よ る 児 童

手 当 又 は 特 例

給 付 の 支 給 に

関 す る 事 務 で

あ っ て 規 則 で

定めるもの 

（略） 

３ ～ ９

(略) 

  

１ ０  

市長 

日 本 国 民 に 対

す る 生 活 保 護

に 準 じ た 取 扱

い に よ っ て 実

施 さ れ る 外 国

人 保 護 に 関 す

る 事 務 で あ っ

て 規 則 で 定 め

るもの 

児童福祉法によ

る児童及びその

家庭についての

調査及び判定に

関する情報、障

害者関係情報、

生活保護関係情

報、地方税関係

情報、公営住宅

法（昭和２６年

法律第１９３号
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）による公営住

宅（同法第２条

第２号に規定す

る公営住宅をい

う。）若しくは住

宅 地 区 改 良 法

（昭和３５年法

律第８４号）に

よ る 改 良 住 宅

（同法第２条第

６項に規定する

改 良 住 宅 を い

う。）の管理に関

する情報、国民

年金法（昭和３

４年法律第１４

１号）による年

金である給付の

支給若しくは保

険料の徴収に関

する情報、児童

扶養手当関係情

報、児童手当法

による児童手当

       

 の支給に関す

る情報、母子及

び父子並びに寡

婦福祉法（昭和

３９年法律第１

２９号）による

給付金の支給に

関する情報、特

別児童扶養手当

等の支給に関す

）による公営住

宅（同法第２条

第２号に規定す

る公営住宅をい

う。）若しくは住

宅 地 区 改 良 法

（昭和３５年法

律第８４号）に

よ る 改 良 住 宅

（同法第２条第

６項に規定する

改 良 住 宅 を い

う。）の管理に関

する情報、国民

年金法（昭和３

４年法律第１４

１号）による年

金である給付の

支給若しくは保

険料の徴収に関

する情報、児童

扶養手当関係情

報、児童手当法

による児童手当

若しくは特例給

付の支給に関す

る情報、母子及

び父子並びに寡

婦福祉法（昭和

３９年法律第１

２９号）による

給付金の支給に

関する情報、特

別児童扶養手当

等の支給に関す
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  る法律（昭和３

９年法律第１３

４号）による障

害児福祉手当若

しくは特別障害

者手当若しくは

国民年金法等の

一部を改正する

法律（昭和６０

年法律第３４号

）附則第９７条

第１項の福祉手

当の支給に関す

る情報、母子保

健法による養育

医療の給付若し

くは養育医療に

要する費用の支

給 に 関 す る 情

報、医療保険給

付関係情報、中

国残留邦人等支

援給付等関係情

報、介護保険給

付等関係情報又

は障害者の日常

生活を総合的に

支援するための

法律による自立

支援給付の支給

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 
 

  る法律（昭和３

９年法律第１３

４号）による障

害児福祉手当若

しくは特別障害

者手当若しくは

国民年金法等の

一部を改正する

法律（昭和６０

年法律第３４号

）附則第９７条

第１項の福祉手

当の支給に関す

る情報、母子保

健法による養育

医療の給付若し

くは養育医療に

要する費用の支

給 に 関 す る 情

報、医療保険給

付関係情報、中

国残留邦人等支

援給付等関係情

報、介護保険給

付等関係情報又

は障害者の日常

生活を総合的に

支援するための

法律による自立

支援給付の支給

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 
   

附 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 
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提案理由 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）の一部

が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第７３号 

 

西条市福祉センター設置及び管理条例及び西条市保健センター設置及び

管理条例の一部を改正する条例について 

 

西条市福祉センター設置及び管理条例及び西条市保健センター設置及び管理条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市福祉センター設置及び管理条例及び西条市保健センター設置及び

管理条例の一部を改正する条例 

（西条市福祉センター設置及び管理条例の一部改正） 

第１条 西条市福祉センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す 

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 西条市福祉センター（以下「セ

ンター」という。）の設置及び管理に

ついて必要な事項を定め、元気で幸せ

に暮らせる社会福祉都市の形成をめざ

し、市民の福祉の向上を図るため、次

の施設を設置する。 

第１条 西条市福祉センター（以下「セ

ンター」という。）の設置及び管理に

ついて必要な事項を定め、元気で幸せ

に暮らせる社会福祉都市の形成をめざ

し、市民の福祉の向上を図るため、次

の施設を設置する。 

名称 位置 

（略）  

西条市西部総合福祉

センター 

（略） 

 

 

 

 

名称 位置 

（略）  

西条市東予総合福祉

センター 

（略） 

西条市小松地域福祉

センター 

西条市小松町新屋敷

乙４８番地１ 
 

（休館日） （休館日） 

第３条 センターの休館日は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

第３条 センターの休館日は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 西条市西部総合福祉センター  

              

(2) 西条市東予総合福祉センター及び

西条市小松地域福祉センター 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（開館時間） （開館時間） 

第４条 センターの開館時間は、午前８

時３０分から午後１０時まで    

        とする。 

第４条 センターの開館時間は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。 
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 (1) 西条市総合福祉センター及び西条

市東予総合福祉センター 午前８時

３０分から午後１０時まで 

 (2) 西条市小松地域福祉センター 午

前８時３０分から午後５時１５分ま

で 

２ （略） ２ （略） 

別表（第６条、第１４条関係） 別表（第６条、第１４条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 西条市西部総合福祉センター使用料 ２ 西条市東予総合福祉センター使用料 

（略） 
 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

（西条市保健センター設置及び管理条例の一部改正） 

第２条 西条市保健センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１３８号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す 

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 市民の健康づくりを推進するた

め、市民の健康相談、健康教育、健康

診査等の保健サービスを総合的に行う

とともに、市民の自主的な保健活動の

場に資することを目的とし、次のとお

り保健センターを設置する。 

第１条 市民の健康づくりを推進するた

め、市民の健康相談、健康教育、健康

診査等の保健サービスを総合的に行う

とともに、市民の自主的な保健活動の

場に資することを目的とし、次のとお

り保健センターを設置する。 

名称 位置 

（略）  

西条市西部保健セン

ター 

（略） 

  

 

  

  
 

名称 位置 

（略）  

西条市東予保健セン

ター 

（略） 

西条市丹原保健セン

ター 

西条市丹原町池田１

７３３番地１ 

西条市小松保健セン 西条市小松町新屋敷 

ター 乙４８番地１ 
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（使用者の範囲） （使用者の範囲） 

第２条 保健センター        

                 

   を使用できる者は、次に掲げる

ものとする。 

第２条 保健センター（西条市丹原保健

センターを除く。以下第８条を除き同

じ。）を使用できる者は、次に掲げる

ものとする。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ 使用の許可、使用料の徴収、指定管理者の指定に関し必要な行為その他必要な準

備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

（西条市公共施設使用料減免条例の一部改正） 

３ 西条市公共施設使用料減免条例（平成１６年西条市条例第１１５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～３５ （略）  

３６ 西条市西部総合福

祉センター 

３７～４３ （略）  

備考 （略） 

１～３５ （略）  

３６ 西条市東予総合福

祉センター 

３７～４３ （略）  

備考 （略） 

（経過措置） 

４ この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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提案理由 

令和７年度から西条市丹原保健センター及び西条市小松保健センターの機能を西

条市東予保健センターに集約するとともに、西条市小松地域福祉センターについても、

福祉センター機能を廃止した上で、西条市東予総合福祉センターに集約し、それぞれ

を西部地域の拠点である西条市西部保健センター及び西条市西部総合福祉センターと

して再編するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第７４号 

 

西条市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

西条市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

西条市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１６年西条市条例第１１４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 災害弔慰金等支給審査委員会

（第１６条） 

 

第６章 補則（第１７条） 第５章 補則（第１６条） 

附則 附則 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

第５章 災害弔慰金等支給審査委

員会 

 

第１６条 法第１８条の規定に基づき、

西条市災害弔慰金等支給審査委員会（

以下「委員会」という。）を置く。 

 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、災害

弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関

する事項について調査審議する。 

 

３ 委員会は、委員５人以内で組織す

る。 

 

４ 委員会の委員は、医師、弁護士その

他市長が必要と認める者のうちから、

市長が委嘱し、又は任命する。 

 

５ 委員の任期は、２年とする。ただ

し、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

６ 委員は、再任されることができる。  

７ 前各項に定めるもののほか、委員会

の組織及び運営に関し必要な事項は、
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規則で定める。 

第６章 （略） 第５章 （略） 

第１７条 （略） 第１６条 （略） 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（委員会の委員の任期に係る経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市災害弔慰金の支給等に関する条例第１６条第５項

の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命され

た委員の任期は、令和８年３月３１日までとする。 

 



42 

提案理由 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）第１８条の規定に

基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議することを目

的として、西条市災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため、所要の条例改正を行

おうとするものである。 

 

関係法令 

災害弔慰金の支給等に関する法律 

（市町村における合議制の機関） 

第１８条 市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議

するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう

努めるものとする。 
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議案第７５号 

 

西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

西条市国民健康保険条例（平成１６年西条市条例第１３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（保健事業） （保健事業） 

第８条 市は、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号。以下「法」とい

う。）第７２条の５第１項に規定する

特定健康診査等を行うものとするほ

か、これらの事業以外の事業であっ

て、保険給付又は被保険者の健康の保

持増進のため、次に掲げる事業を行

う。 

第８条 市は、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号。以下「法」とい

う。）第７２条の４   に規定する

特定健康診査等を行うものとするほ

か、これらの事業以外の事業であっ

て、保険給付又は被保険者の健康の保

持増進のため、次に掲げる事業を行

う。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（過料） （過料） 

第１１条 世帯主が法第９条第１項若し

くは第５項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした       

                 

                 

    場合においては、その者を１

０万円以下の過料に処する。 

第１１条 世帯主が法第９条第１項若し

くは第９項の規定による届出をせず、

若しくは虚偽の届出をした場合又は同

条第３項若しくは第４項の規定により

被保険者証の返還を求められてこれに

応じない場合においては、その者を１

０万円以下の過料に処する。 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規

定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が施行されること等に伴い、所要の条例

改正を行おうとするものである。 
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議案第７６号 

 

西条市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

 

西条市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

西条市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例（平成２

７年西条市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 地域包括支援センターは、地域包括

支援センター運営協議会（介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。次条において「施行規則」とい

う。）第１４０条の６６第１号イ に

規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。次条において「運営協議

会」という。）の意見を踏まえて、適

切、公正かつ中立な運営を確保しなけ

ればならない。 

２ 地域包括支援センターは、地域包括

支援センター運営協議会（介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号。次条において「施行規則」とい

う。）第１４０条の６６第１号ロ(2)に

規定する地域包括支援センター運営協

議会をいう。次条において「運営協議

会」という。）の意見を踏まえて、適

切、公正かつ中立な運営を確保しなけ

ればならない。 

（地域包括支援センターの職員に係る

基準及び当該職員の員数） 

（員数） 

第４条 地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数が

おおむね３，０００人以上６，０００

人未満ごとに置くべき専らその職務に

従事する常勤の職員及びその員数（運

営協議会が第１号被保険者の数及び地

域包括支援センターの運営の状況を勘

案して必要であると認めるときは、常

勤換算方法（当該地域包括支援センタ

ーの職員の勤務延時間数を当該地域包

括支援センターにおいて常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することによ

り、当該地域包括支援センターの職員

第４条 地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数が

おおむね３，０００人以上６，０００

人未満ごとに置くべき専らその職務に

従事する常勤の職員の員数     
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の員数を常勤の職員の員数に換算する

方法をいう。）によることができる。

次項において同じ。）は、原則として

次のとおりとする。 

                 

                 

          は、原則として

次のとおりとする。 

(1)、(2) (略) (1)、(2) (略) 

(3) 主任介護支援専門員（施行規則第

１４０条の６６第１号イ(3)に規定

する主任介護支援専門員     

                

                

                

                

                

                

                

                

       をいう。）その他こ

れに準ずる者 １人 

(3) 主任介護支援専門員（介護支援専

門員であって、施行規則第１４０条

の６８第１項第１号に規定する主任

介護支援専門員研修を修了した者

（当該研修を修了した日（以下この

号において「修了日」という。）か

ら起算して５年を経過した者にあっ

ては、修了日から起算して５年を経

過するごとに、当該経過する日まで

の間に、同項第２号に規定する主任

介護支援専門員更新研修を修了して

いる者に限る。）をいう。）その他こ

れに準ずる者 １人 

２ 前項の規定にかかわらず、運営協議

会が地域包括支援センターの効果的な

運営に資すると認めるときは、複数の

地域包括支援センターが担当する区域

を 1 の区域として、当該区域内の第１

号被保険者の数について、おおむね３

，０００人以上６，０００人未満ごと

に同項各号に掲げる常勤の職員の員数

を当該複数の地域包括支援センターに

配置することにより、当該区域内の１

の地域包括支援センターがそれぞれ同

項の基準を満たすものとする。この場

合において、当該区域内の１の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員

及びその員数は、同項各号に掲げる者

のうちから２人とする。 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的 ２ 前項 の規定にかかわらず、地理的
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条件その他の条件を勘案して特定の生

活圏域に１の地域包括支援センターを

設置することが必要であると運営協議

会において認められた場合には、地域

包括支援センターに置くべき職員及び

その員数は、次の表の左欄に掲げる担

当する区域における第１号被保険者の

数に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

るところによることができる。 

条件その他の条件を勘案して特定の生

活圏域に１の地域包括支援センターを

設置することが必要であると運営協議

会において認められた場合には、地域

包括支援センターの人員配置基準  

    は、次の表の左欄に掲げる担

当する区域における第１号被保険者の

数に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

るところによることができる。 

担当する区域

における第１

号被保険者の

数 

地域包括支援センターに

置くべき職員及びその員

数 

おおむね１，

０００人未満 

第１項各号に掲げる者の

うちから１人又は２人 

おおむね１，

０００人以上

２，０００人

未満 

第１項各号に掲げる者の

うちから２人（うち１人

は専らその職務に従事す

る常勤の職員とする。） 

おおむね２，

０００人以上

３，０００人

未満 

専らその職務に従事する

常勤の第１項第１号に掲

げる者１人及び専らその

職務に従事する常勤の同

項第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人 
 

担当する区域

における第１

号被保険者の

数 

人員配置基準 

おおむね１，

０００人未満 

前項各号 に掲げる者の

うちから１人又は２人 

おおむね１，

０００人以上

２，０００人

未満 

前項各号 に掲げる者の

うちから２人（うち１人

は専らその職務に従事す

る常勤の職員とする。） 

おおむね２，

０００人以上

３，０００人

未満 

専らその職務に従事する

常勤の前項第１号 に掲

げる者１人及び専らその

職務に従事する常勤の同

項第２号又は第３号に掲

げる者のいずれか１人 
   

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第６１号）が施行されたことに伴い、所要の条例改

正を行おうとするものである。 
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議案第７７号 

 

西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条

例の一部を改正する条例 

西条市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例（平成

２７年西条市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者は、

法第１１５条の２３第３項の規定によ

り指定介護予防支援の一部を委託する

場合には、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

第１５条 地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者は、

法第１１５条の２３第３項の規定によ

り指定介護予防支援の一部を委託する

場合には、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公

正性の確保を図るため地域包括支援

センター運営協議会（介護保険法施

行規則第１４０条の６６第１号イ 

 に規定する地域包括支援センター

運営協議会をいう。）の議を経なけ

ればならないこと。 

(1) 委託に当たっては、中立性及び公

正性の確保を図るため地域包括支援

センター運営協議会（介護保険法施

行規則第１４０条の６６第１号ロ(2

)に規定する地域包括支援センター

運営協議会をいう。）の議を経なけ

ればならないこと。 

(2)～(4) (略) (2)～(4) (略) 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第６１号）が施行されたことに伴い、所要の条例改

正を行おうとするものである。 
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報告第１０号 

 

   令和５年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比 

率の報告について 

 

 令和５年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、次のとおり議会に報告する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



58 

○令和５年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率の状況 

 

１ 財政健全化判断比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項関

係） 

（単位：パーセント） 

比    率 西条市比率  
早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

① 実質赤字比率 ― 

 

11.84 以上 20.00 以上 

② 連結実質赤字比率 ― 16.84 以上 30.00 以上 

③ 
実質公債費比率 

（３か年平均） 
7.6 25.0 以上 35.0 以上 

④ 将来負担比率 49.8  350.0 以上  

※ ①実質赤字比率と②連結実質赤字比率は、黒字決算であれば「―（傍

線）」と表示される。 

※ ③実質公債費比率と④将来負担比率は、暫定値 

 

 

２ 公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比    率 会 計 区 分 西条市比率 

 

経営健全化 

基準 

⑤  

公営企業に

おける資金

不足比率 

港湾上屋事業特別会計 
公営企業に

おける資金

不足は無し 

20.0 以上 小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 

 



59 

関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（健全化判断比率の公表等） 

第３条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健

全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとと

もに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 

２～７ （略） 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 

  



60 



61 

報告第１１号 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



62 

○令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 

 

 



63 

関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 

  



64 



65 

報告第１２号 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



66 

○令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
病院事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 

 



67 

関係法令 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 

  



68 

  



69 

報告第１３号 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の報告について 

 

令和５年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、次

のとおり議会に報告する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



70 

○令和５年度西条市公営企業における資金不足比率の状況 

 

公営企業における資金不足比率（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

２条第１項関係） 

（単位：パーセント） 

比   率 会計区分 西条市比率 

 

経営健全化

基準 

公営企業における

資金不足比率 
公共下水道事業会計 

公営企業における

資金不足は無し 
20.0 以上 

 



71 

関係法令 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 

（資金不足比率の公表等） 

第２２条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度

の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率

を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 

２、３ （略） 

  



72 

  



73 

報告第１４号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



74 

専決第２号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和６年６月１８日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



75 

１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済

会から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   車両の損害に係る額 金６２３，２５０円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 

 



76 

提案理由 

 環境部衛生課公用車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るた

め専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

  



77 

報告第１５号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



78 

専決第３号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和６年７月１日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



79 

１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方が被った人身損害につき、公益社団法人全国市有物件災害共済会から

支払われる損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   通院受診及び慰謝料に係る額 金２０８，２７３円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 

 



80 

提案理由 

 環境部衛生課公用車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るた

め専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

 

 

  



81 

報告第１６号 

 

   交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

 

 交通事故に伴い、次のとおり和解すること及び損害賠償の額を決定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



82 

専決第４号 

 

   専決処分書 

 

 交通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和６年８月１３日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



83 

１ 和解の相手方 

  省略 

 

２ 和解の内容 

(1) 相手方の車両の物損に対する修繕料を、公益社団法人全国市有物件災害共済

会から支払われる対物損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(2) 損害賠償の額 

   車両の損害に係る額 金４５，９８０円 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 

 



84 

提案理由 

 救急自動車に係る交通事故について、相手方と示談による解決を図るため専決処

分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 


